
審 査 基 準
令和８年６月１日作成

法 令 名：古物営業法施行規則

根 拠 条 項：第１２条第１項

処 分 の 概 要：行商従業者証及び標識の様式の承認

原権者（委任先）：東京都公安委員会

法 令 の 定 め：
古物営業法第１１条第２項（行商従業者証）、第１２条第１項（標識）
古物営業法施行規則第１０条（行商従業者証の様式）、第１１条（標識の様式）

審 査 基 準：
許認可の性質上、個々の申請について個別具体的な判断をせざるを得ないものであっ

て、法令の定め以上に具体的な基準を定めることが困難であるため、定めていない。

標準 処理 期 間：３０日（行政庁の休日は含まない。）

申 請 先：生活安全部生活安全総務課防犯営業第二係

問 合 せ 先：生活安全部生活安全総務課防犯営業第二係
（電話 ０３－３５８１－４３２１ 内線３０３４１)
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